
 

 

 

 

 

 

 

函館市立亀田中学校 教諭 川合 園子 

 

１ はじめに 

平成３１年度から、中学校の「道徳の時間」

が「特別の教科 道徳（道徳科）」として教科化

された。これは教育の中でも大きな変革であっ

たことは言うまでもない。現場では軌道に乗る

まで各学校で様々な工夫がなされ、当時は、目

前に迫った教科化に研修を積んだ先生が多いと

思う。実際に私自身も函館市に転勤になってか

ら道徳について詳しく研修する機会をいただき、

道徳の授業について研鑽を少しずつ積んできた。

まだまだ未熟ではあるが、様々な先生方からの

助言を頂きながら授業に取り組んでいる。 

さて、令和３年度に実施された道徳教育実施

状況調査によると、「『特別の教科』化を受けた

変化」として、 

○ 「生徒同士による話合いや議論が活発にな

った」 

○ 「道徳教育に対する教師の意識が高まった」 

などの項目で、肯定的な回答をした学校の割合

が８割以上となり、教科化による授業改善や教

師の意識の変化が見られている。 

一方で、「道徳教育の充実のために学校が行っ

た取組」については、 

○ 「各教科等や体験活動において、道

徳科の内容項目との関連を意識して

指導を行った。」 

と回答した学校の割合が５割ほどであ

り、各教科等との関連を意識した指導

が十分ではないことが明らかとなった。  

本校においても、道徳科の授業改善

は進んでいるものの、その内容項目と

各教科等の関連を意識した指導が十分

ではないという、同様の課題が見られ

ることから、道徳教育推進教師として、 

私が中心となり、指導計画の見直し・整備と検証

改善サイクルの確立が必要と考え、研究を進め

ている。 

 

２ 道徳教育推進教師の位置付けと役割 

 本校の道徳教育推進教師は、研究部に所属し

ているため、校内研究と連携した取組が推進し

やすい。主な役割としては次のものが挙げられ

る。 

・指導計画の作成・整備 

・道徳科の教材の整備・管理 

・道徳教育の関する校内研修の企画・運営 

・地域公開を含む公開授業の計画 

・ローテーション道徳の企画・運営 

・道徳教育に関する保護者・地域への情報発信 

・全教職員への道徳教育に関する情報提供 

・若手教員への指導・助言 

これらの道徳教育推進教師の役割の中から、

指導計画やその評価について、本校の特徴的な

取組を紹介する。 

 

（１）指導計画の作成・整備 

  

第１分科会 中学校 

道徳教育の指導計画と評価 

～年間計画の見直しと指導の改善に向けた取組～ 

（図１）道徳教育の全体計画別葉 

 



 学習指導要領に「各学校においては、道徳教 

育の全体計画に基づき、各教科、総合的な学習

の時間および特別活動との関連を考慮しながら、

道徳科の年間指導計画を作成するものとする」

また、「校長が道徳教育の方針を明確にし、全教

師に周知する」と示されているように、校長の 

道徳教育に関する方針のもと、各教科等との関 

連を明確にする必要がある。 

 本校の全体計画別葉はこれまで、各教科等に

おける道徳教育に関わる指導の内容及び時期、

道徳教育に関わる体験活動や実践活動の時期等

を一覧に表しただけであったため、改めて道徳

の全体計画別葉を見直し、（図１）のように整理

した。 

 見直しに当たっては、まず、各月の題材が生

徒の発達の段階に合う適切な指導時期かどうか

を検討し、配列を見直した。その後、学校行事

や各教科等の計画との関連を再確認した。図１

では、題材から矢印が示されているが、道徳科

の題材と各教科等のつながりを意識するために、

今年度記載し、配布したものである。 

 また、年度当初に校長が示した道徳教育の方

針により、特に「対話」に重点を置く時間、「自

己決定の場」を設定する時間を明確にし、全体

計画別葉に位置付けた。 

 

(２) 年間指導計画について 

本校の年間指導計画は、これまで、指導の時

期、主題名、ねらい及び教材が一覧となったも 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のを作成し使用していたが、実際の指導におい 

て、効果的に活用されていない現状があった。 

学習指導要領には、「学習指導過程等を含むもの

など、各時間の指導の概要が分かるようなもの

を加えることが求められる」と示されているよ

うに、全体計画や全体計画別葉で示された各教

科等との関連、主な発問、指導方法や指導過程

などを明記することで、効果的に活用できると

考え、今年度、（図２）のように見直し、整備を

進めているところである。 

 項目には、主発問の際、グループでの話合い

を行うのか、ＩＣＴを活用し意見交流を行うの

かなどの学習形態についても効果的な授業展開

例として示し、指導後は、「次年度に向けての引

継事項」の欄に、指導者が効果的であった指導

や発問、改善が必要だと感じた点などについて

記載できるようにした。 

 

（３）ローテーション道徳について 

学習指導要領には、「特に効果的と考えられる

場合は、（中略） 校長や教頭などの参加による

指導，他の教職員とのティーム・ティーチング

などの協力的な指導、校長をはじめとする管理

職や他の教員が自分の得意分野を生かした指導

などにより、学校の教職員が協力して指導に当

たることができるような年間指導計画を工夫す

るなどを、学校としての方針の下に道徳教育推

進教師が中心となって進めることが大切である」

と示されているように、本校においては、道徳 

  

（図２）道徳教育の年間指導計画 



教育推進教師が中心となって、副担任を含む全

教員でローテーション道徳を年に２回行ってい

る。具体的な実施方法については、（図３）のと

おりである。 

 １組 ２組 ３組 ４組 ５組 

６月 

第１週 

Ａ教諭 

教材① 

Ｂ教諭 

教材② 

Ｃ教諭 

教材③ 

Ｄ教諭 

教材④ 

Ｅ教諭 

教材⑤ 

６月 

第２週 

Ｅ教諭 

教材⑤ 

Ａ教諭 

教材① 

Ｂ教諭 

教材② 

Ｃ教諭 

教材③ 

Ｄ教諭 

教材④ 

６月 

第３週 

Ｄ教諭 

教材④ 

Ｅ教諭 

教材⑤ 

Ａ教諭 

教材① 

Ｂ教諭 

教材② 

Ｃ教諭 

教材③ 

６月 

第４週 

Ｃ教諭 

教材③ 

Ｄ教諭 

教材④ 

Ｅ教諭 

教材⑤ 

Ａ教諭 

教材① 

Ｂ教諭 

教材② 

６月 

第５週 

Ｂ教諭 

教材② 

Ｃ教諭 

教材③ 

Ｄ教諭 

教材④ 

Ｅ教諭 

教材⑤ 

Ａ教諭 

教材① 

 

「ローテーション道徳」おけるメリットは次

の通りである。 

・同一教材を５つの学級で指導するた

め、１つの授業が終わった後に授業

の改善策を作成し、次の授業につな

げることができる。 

・授業者が客観的な視点ですべての学

級の特性を把握することができ、そ

の特性を学級担任に還元することが

できる。 

・学級担任以外が授業を行う際、学級担

任の授業準備等の負担軽減につなが

る。 

・学級担任がＴ２として授業に入り、生

徒のつぶやきや細かな表情を観察す

ることができ、評価につなげること

ができる。 

ローテーション道徳は１人の教諭が５回同じ

授業に取り組めるので、その度に改善ができる

というメリットがある。このローテーション道

徳は本校では年間を通して２度取り組んでいる。

この取組を継続し、評価することでさらなる授

業の改善につなげることができる。 

 

（４）一人一台端末の活用 

 昨年度から生徒に一人一台端末（Chromebook） 

が導入され、各教科において活用されている。

本校においては、道徳科の授業においても積極

的に活用できるよう校内研修等において道徳科

におけるＩＣＴの活用事例を紹介したり、年間

指導計画に位置付けたりして活用している。生

徒が道徳科において端末を使用することのメリ

ットは次の通りである。 

・人前で発言することが苦手な生徒が、自分の

考えを端末に打ち込むことで、表現すること

ができる。 

・他の生徒の考えや意見を画面上でいつでも見

ることができるため、多様な考えに触れるこ

とができる。 

・他の生徒の考えをもとに、すぐに自分の考え

を深めることができる。 

（図４）は実際の交流場面での端末の画面で

ある。この授業では、Google Classroomのスト

リームを使用している。ストリームは、一人ひ

とりの書き込みをリアルタイムで見ることがで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きる機能であるが、考えや意見をグルーピング

することができないため、Jamborad のように、

１つの画面に付箋を貼るように、全員が自由に

書き込む機能を使用することも効果的である。 

端末を活用することで、生徒の評価にいかすこ

とはもちろん、授業者の授業評価の資料として

活用することも可能である。 

 

（５）公開授業の実施 

学習指導要領には「年間指導計画に基づく授

業が一層効果的に行われるためには、授業実施

の反省に基づき（中略）日頃から実施上の課題

（図３）ローテーション道徳 

（図４）端末を用いた意見交流 



を評価欄に記入したり、検討したりするための

資料を収集することにも心掛けることが大切で

ある」と示されている。 

 本校においては、日常の道徳科の授業の改善

のため、校内研修を効果的に活用することとし

た。これまでの公開授業は、校内の代表者１名

が授業を公開し、全員で参観して研究協議を行

う形式であったが、今年度は、全１６学級で道

徳科の授業を、時間をずらして公開し、空いて

いる教職員が参観する形とした。すべての学級

を参観することができなくても、複数の授業を

互いに参観することができる。 

また、扱う題材は、年間指導計画に基づくも

のとし、日常の授業を公開するよう確認した。

残念ながら、コロナ禍であるため、保護者の参

観は、今年度行うことができなかったが、複数

の指導主事の来校を要請するなど、外部からの

助言による授業改善を進めることができた。 

 

６ 成果と課題 

 今年度、道徳教育推進教師として、校内研究

と連携した取組を進めることができた。特に、

指導計画の見直しについては、これまでの反省

を生かし、各教科等との関連を明確にしたり、

指導の重点を明らかにしたりすることができた。 

また、ローテーション道徳や公開授業により、

互いの授業を参観できる機会を増やしたことで、

道徳科の指導に苦手意識をもっていた若手教員

などが自信をもって自分の指導を行うことがで

きるようになったことも成果の１つである。 

今後は、今年度の成果のもと、指導計画を継

続して活用できるよう、さらに改善を加えなが

ら、全教職員の授業改善に向けての取組を充実

させていきたいと考える。 

また、一人一台端末をはじめとするＩＣＴ機

器の活用については、効果的である反面、１時

間の中での生徒の考えの変容や、深まりが見取

りにくいなどの課題も見られることから、指導

計画と同様に、その活用方法について先行事例

を参考に今後も研修を継続していきたい。 

 

７ おわりに 

 今、様々な場面で「働き方改革」という言葉

が聞こえてくる。日々の授業の中で学級経営や

授業準備など、生徒に還元させたいことは山の

ようにある。そのような状況の中で道徳科の指

導に対する負担は大きい。だが、これまで述べ

た通り、教育活動全般において道徳科が重要で

あることは確かである。だからこそ、全教員で

年間指導計画に沿った授業とその評価を続けた

い。その評価が今後の授業づくりに大きく関わ

っていく。また、このような研修が若手を育て

るなど、道徳科に対する不安感を拭うことがで

きればと思う。 

 また、道徳の授業の特質として以下の役割も

共通認識で押さえておきたい。 

・学校の教育活動の中で、考えたり感じたりす

る機会が得られにくい道徳的価値について補

充するという役割（補充） 

・学校の教育活動で経験した道徳的価値につい

て、じっくり向き合わせ、一層考え深めさせ

るという役割（深化） 

・教育活動の中での多様な経験について、それ

ぞれが持つ道徳的価値相互の関連やつながり

から新たな考え方感じ方を生み出すという役

割（統合） 

このように、１時間の道徳の授業は、学校の

道徳教育の方針を明確にした「全体計画」と計

画的指導を可能にする「年間指導計画」を連動

しなければならない。このようなことを考えな

がら授業づくりに取り組まなければならないの

ではないだろうか。 

だからこそ、学校全体での道徳教育を充実さ

せ、そのために様々な工夫をしていきたい。 


